
 

 

 

令 和 ４ 年 度 

栄北会 総会 
 

 

新型コロナウィルスの感染防止のため、学校での 

開催は中止し、書面表決といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校法人 佐藤栄学園 

栄 北 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和４年度 栄北会 総会 目次 

 

 

 

１ 議事 

 

第１号議案 ： 令和３年度 決算報告（案）・監査報告 

 

第２号議案 ： 令和４年度 事業計画（案）及び予算（案） 
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 第１号議案     
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令和４年５月７日 

 

学校法人佐藤栄学園   

栄 北 会 会 長  

鈴 木 孝 東 様   

 

監査終了報告書 

 

令和３年度事業報告書及び決算書につき、令和４年５月７日土曜日、 

帳簿と諸資料に基づき照合の上、細密な監査の結果、妥当にして正確で  

あることを確認しましたので、ここにご報告申し上げます。  
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令和４年度 栄北会 役員名簿 

 役 名 卒業生名 卒業年度 備考 

１ 会 長 鈴木 孝東 平成 15 年度卒  

２ 副会長 福田 敦 平成 13 年度卒  

３ 副会長 小野寺 健次 平成 14 年度卒  

４ 会 計 野口 裕介 平成 14 年度卒  

５ 会 計 大河原 一人   

６ 監 事 川村 優太 平成 13 年度卒  

７ 監 事 切田 信洋 平成 14 年度卒  

８ 幹 事 古澤 秀樹 平成 15 年度卒  

９ 幹 事 澁井 拓也 平成 18 年度卒  

１０ 幹 事 小山 将太郎 平成 21 年度卒  

１１ 名誉会長 小暮 優治   

１２ 顧 問    岡安 秀寿   

１３ 顧 問    小林 徹   
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第２号議案  

 

令和４年度 栄北会 事業計画（案） 

       

    

開校２３年目を迎えた母校は、１，２６７名の生徒数を数えるまでに発展し、  

進学の実績、部活動においてもインターハイや全国大会に出場するなど、年々躍  

進を続けております。 

在校生は母校の発展の原動力として、校訓「今日学べ」の教育のもと、明るく  

 伸び伸びと日々精進しております。更に、母校では、夢の実現を応援するために、  

日々師弟同行の教育に努めております。 

 そして、これらの教育活動に、栄北会が様々な形で関わり、積極的に支えて 

いく必要があります。 

そこで、栄北会において、母校のさらなる発展を願い、一致協力して、目的達  

成のために下記の事業を行います。 

 

記 

 

１、在校生の教育活動の補助  

２、在校生の就学支援強化及び卒業生への激励助成  

３、周年行事事業助成・準備  

４、校舎内外の施設設備への支援・助成  

５、その他本会の目的達成に必要と認める事業助成  
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資料 

学校法人 佐藤栄学園 栄北会 会則 

 

 

第１条 本会は、学校法人佐藤栄学園 栄北会（えいほくかい）と称する。 

 

   第２条 本会の事務局は、同校内に置く。  

本会は、会員の教養を深め、相互の親睦を図り、併せて母校の 

発展に寄与することを目的とする。 

 

   第３条 本会の会員は、本校卒業生とする。 

 

   第４条 本会は前条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。 

     １．総会、役員会等の開催。 

     ２．名簿及び会報の発行。 

     ３．講習会、講演会等の開催。 

     ４．母校教職員、転退者に謝意を表すこと。 

     ５．その他本会の目的を達成するため必要な事項。 

   

第５条 本会に次の役員を置く。 

     １．名誉会長・・・母校校長 

     ２．顧 問 ・・・母校教職員の中から会長が委嘱する 

     ３．会 長 ・・・１名。会員の中より役員会において選出する。 

     ４．副会長 ・・・２名以内。会員の中より役員会において選出する。 

５．会 計 ・・・若干名。会員の中より会長が委嘱する。 

内、1名は、本校事務長とする。 

     ６．監 事 ・・・２名以内。会員の中より会長が委嘱する。 

     ７．幹 事 ・・・若干名。会員の中より会長が委嘱する。   

 

     尚、役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

 

第６条 役員の任務は、次の通りとする。 

     １．会長は本会を代表し、会務を掌握する。 

     ２．副会長は会長を助け、会長に事故があるときはこれを代理する。 

３．会計は会計事務を処理する。1名は、本校事務長がその任にあたる。           

４．監事は、本会の経理を監査する。 

５．幹事は、会議の記録・文書を整理保管にあたる。 

 

 －７－ 

 



 

第７条 本会の総会は年１回実施し、または、必要があるときに開催する。 

       総会は、以下のことを行う。 

     １．会計報告 

     ２．予算・決算の承認 

     ３．その他必要な事項 

 

   第８条 本会の役員会は、必要があるときに会長がこれを開催する。 

       役員会は、以下のことを行う。 

     １．会務遂行 

     ２．総会準備 

     ３．予算立案 

     ４．その他必要な事項 

       役員会の決議は、出席者の２／３以上の同意を要す。また、役員会に 

       おける決定事項は総会または、ホームページによって会員に報告する。 

 

第９条  本会の経費は、会費・寄付金、その他の収入による。 

         会員は、終身同窓会費として卒業時に３０，０００円納入する。 

 

第 10条 本会の会計年度は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

第 11条 この会則の改廃は、総会の決議を経て変更できる。 

右決議は出席者の過半数の同意を要する。 

 

   

    第 12条 総会及び役員会については、以下のこととする。 

１．総会及び役員会は会長が議長となる。 

２．総会は、出席者の過半数をもって決議する。 

  

 

付    則 

 

１．この会則は、平成 ３１年  ４月  １日より実施する。 

２．この会則は、令和  ３年  ４月  １日より実施する。 
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